
介護事業者等に対する指導及び監査フロー図

【完了】

【完了】 【改善勧告】

【改善・完了】

【指導を継続】

【完了】

【完了】

(不適切な報酬算定が

見受けられる場合)

(不適切な報酬算定が

見受けられる場合)

実 地 指 導

改善報告書

過誤調整

指摘事項
★監査へ移行

・指定取り消し要件に該当する行為がなされた

か、あるいは疑われる場合

・著しい運営基準違反が確認され、生命の危険

がある場合

・著しく悪質な不正請求が確認された場合

★監査へ移行

度重なる指導を行っても、改

善が認められない場合

監 査

直ちに指定取消等には

至らないが、改善が必

要と認められる場合

監査の必要があると

認める場合※

※利用者・家族等からの通報,

内部密告や国保連,地域包括支

援センターに寄せられる苦情

等がある場合。

改善勧告

期間内に勧告に係

る措置をとった

期間内に勧告に

係る措置をとらな

かった

行政処分

改善命令

期間内に命令に

従った

指定取消等の事由に

該当する場合

★実地指導から移行

する場合

聴 聞

行政処分

指定取消

指定の全部若しく

は一部の効力停止

返還額の決定

加算金の付加

通 知

公 示

勧告等に至らない場合

結果通知

改善報告書

改善された 改善されない

実 地 検 査

公 示

指摘なし

注意事項

結果通知結果通知

改善されない

改善報告書

過誤調整

期間内に命令に

従わなかった 過誤調整

(不適切な報酬算定が

見受けられる場合)

改善された

通知から30日以内

※3ヶ月を過ぎる場合

は、改善されないもの

として指導を継続。

※3ヶ月で改善困難な

場合は、継続して改善

状況の確認を行う。


